
（現状分析（施策の必要性））
 児童虐待への対応については、平成１２年１１月に「児童虐待の防止等に関する法律（以下「児童虐待防止
法」という。）」が施行され、その後平成１６年には児童虐待防止法及び児童福祉法の改正が行われ、制度的
な対応について充実が図られてきたところである。しかしながら、子どもの生命が奪われるなど、重大な児童
虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所における虐待に関する相談対応件数も増加を続け、平成１８年
度には児童虐待防止法制定直前の約３倍に当たる３７，３２３件となるなど、依然として早急に取り組むべき社
会全体の課題となっている。こうした状況を踏まえ、平成１９年５月、児童の安全確認等のための立入調査等
の強化、保護者に対する面会・通信等の制限の強化、保護者が指導に従わない場合の措置の明確化等の
規定の整備等を行う「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、
平成２０年４月より施行されたところである。
　また、配偶者からの暴力（以下「ＤＶ」という。）の問題については、平成１３年４月に「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する法律（以下「ＤＶ法」という。）」が成立し、同法において、婦人相談所、婦人相
談員、婦人保護施設において、ＤＶ被害の相談・保護を行うこととされた。その後、平成１６年１２月と平成１９
年７月にＤＶ法が改正され、ＤＶの定義の拡大、保護命令制度の拡充、被害者の自立支援の明確化、市町
村の役割強化が盛り込まれ、支援の充実を図ってきたところである。しかしながら、婦人相談所における夫等
の暴力の相談件数は、平成１３年度１３，０７１件（１９．２％）から平成１８年度２２，３１５件（２９．６％）と増加し
ており、依然として早急に取り組むべき課題となっている。

（有効性）
　住民に身近な市町村における要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）の設置が促進
されているとともに、児童相談所における２４時間３６５日体制確保などの児童相談所の体制強化が進んでい
る（※１）。
　また、より家庭的な環境の中できめ細やかなケアを行えるよう、小規模グループケアや地域小規模児童養
護施設の設置数の増加による施設の小規模化も進むなど、児童虐待の「発生予防」、「早期発見・早期対
応」、子どもの「保護・自立支援」の取組に一定の成果を示している（※２）。この小規模グループケア及び地
域小規模児童養護施設の設置をさらに推進するため、平成２０年７月１日から小規模グループケアを１施設
あたり２か所まで指定できることとしたほか、地域小規模児童養護施設の複数設置の際の要件を緩和したと
ころである。
　さらに、婦人相談員の設置数についても増加しており、ＤＶ被害の相談体制の充実が図られたことにより目
標達成に向けて進展があったものと評価している。

（効率性）
  住民に身近な市町村において関係機関が児童に係る情報や考え方を共有し、適切な対応を図るための連
携等の体制整備が進んでおり、効率的であると認められる。

（総合的な評価）
  要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）を設置する市町村数は、平成１５年度と１９年
度を比較すると、約1.6倍となり、婦人相談員の設置数も、平成１５年度以降年々増加している。また、小規模
グループケア及び地域小規模児童養護施設の設置については、平成２１年度の達成水準とはまだ開きがあ
るが、設置要件の緩和等目標達成に向けた取組を行っている。これらのことから、児童虐待やＤＶへの支援
体制の充実が図られているものと評価できる。

※１　虐待防止ネットワークは、児童虐待防止の機能を持つ市町村域での関係機関・団体等の任意のネット
　　ワークをいう。
　　　また、要保護児童対策地域協議会は、ネットワークの構成員に守秘義務を課す、関係機関の調整を図
　　る機関を設置する等、ネットワークの機能をさらに強化し、平成１６年より児童福祉法上に位置づけられた
　　ものであり、平成２０年度より、市町村における設置が努力義務化されている。
※２　小規模グループケアは、できる限り家庭的な環境の中で養育を行うために、施設におけるケア形態を
　　小規模化したものである。小規模グループ化するメリットとして、より家庭的な雰囲気の中で、きめ細やか
　　なケアを行うことが可能になること、また、専属職員の配置により、子どもとの安定的な人間関係が構築

施策の概要

　児童虐待を防止し、すべての子どもの健全な心身の成長、自立を促すため、虐待の「発生予防」
から「早期発見・早期対応」、さらには虐待を受けた子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切
れ目のない総合的な支援体制を整備、充実させる。併せて、配偶者による暴力被害者の適切な保護
及び自立に向けた支援のため、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設における相談・保護の充実
化を図る。

【評価結果の概要】

施策に関する
評価結果の概
要と達成すべ
き目標等

平成２０年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け

児童虐待や配偶者による暴力等への支援体制
の充実を図ること

評価実施時期：平成２０年８月 担当部局名：雇用均等・児童家庭局

基本目標Ⅵ
　男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育て
ることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標４－１
　児童虐待や配偶者による暴力等への支援体制の充実を図
ること

（Ⅵ－４－１）

施策名



施政方針演説等 記載事項（抜粋）

（評価結果の分類）

　　され信頼関係がより強固なものとなることが挙げられる。
　　　また、地域小規模児童養護施設は、家庭への復帰が困難な児童等を対象に、既存の住宅等を利用し
　　て、一般家庭に類似させた中で養育するものである。メリットは、近隣住民との適切な関係を保持しつつ、
　　家庭的な環境の中で養育を実施することにより、入所児童の社会的自立を促進することにある。

平成16年12月24日

年月日

平成17年12月27日

多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実
　○児童虐待への取組の推進

・虐待防止ネットワークを平成21年度までに全市町村で設置
・育児支援家庭訪問事業を平成21年度までに全市町村で実施
・児童相談所の夜間対応等の体制整備を今後５年間で全都道府県・指定都市で実施
・児童家庭支援センターを平成21年度までに100か所整備
などに取り組むとともに、概ね１０年後を展望した目指すべき社会の姿では、「児童虐待
により子どもが命を落とすことがない社会になる（児童虐待死の撲滅を目指す）

男女共同参画基
本計画(第２
次)(閣議決定)

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

関係する施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

子ども・子育て
応援プラン（少
子化社会対策会
議決定）

新しい少子化対
策について（少
子化社会対策会
議決定）

平成18年6月20日

（１）子育て支援策
   ⑦子育て初期家庭に対する家庭訪問を組み入れた子育て支援ネットワークの構築
（３）その他重要な施策
　 ④児童虐待防止対策及び要保護児童対策の強化

第１６６回国会
における安倍内
閣総理大臣施政
方針演説

平成19年1月26日

「児童相談所、警察、学校、ＮＰＯなどが連携して、子どもを虐待から守る地域ネット
ワークの市町村への設置を進めます」、「配偶者からの暴力や母子家庭など、困難な状況
に置かれている女性に対し、行き届いたケアや自立支援を進めます」

ⅰ 施策目標の終了・廃止を検討（該当する場合に○）
ⅱ 施策目標を継続（該当する場合に次のいずれか１つに○）

（イ）施策全体として予算規模の縮小等の見直しを検討
（ロ）見直しを行わず引き続き実施
（ハ）施策全体として予算の新規要求、拡充要求等の見直しを検討

ⅲ 機構・定員要求を検討（該当する場合に○）
（理由）

全体として、児童虐待やＤＶへの支援体制の充実といった施策目標の達成に向けて取
組が進展しており、現在の施策を引き続き推進していく必要がある。

また、婦人保護施設への常勤心理療法担当職員の配置については、施設における取組
が十分に進んでいないが、ＤＶ被害者をはじめとする婦人保護施設利用者への心理的支
援のために必要であり、引き続き都道府県及び婦人保護施設に対し配置を働きかけてい
くものである。

入所者に対する心理的ケアを継続的に行い深刻な被害の回復を図るとともに、被害者
の自立を支援する職員に対する適切な助言等を行うなど、ＤＶ被害者等への支援体制の
充実を図るという観点から、心理療法担当職員の常勤化のニーズは高い。

今後、新規及び現在雇い上げの心理療法担当職員について、婦人保護施設の職員とし
ての適性・能力の有無を適正且つ迅速に見極め、常勤化へ早期に移行するよう都道府県
及び婦人保護施設に対し促していく。

施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 要保護児童対策地域協議会（虐待 967 1,243 1,224 1,271 1,536

防止ネットワークを含む）を設置 【－】 【－】 【－】 【－】 【－】
（ ）している市町村数 単位：自治体

（全市町村／平成２１年度）
２ ２４時間３６５日体制が確保され － － 43 64 66

ている児童相談所を設置している 【－】 【－】 【－】
都道府県・市数（単位／自治体）
（全ての都道府県、指定都市、児
童相談所設置市／平成２１年度）

３ 小規模グループケアや地域小規模 40 280 375 440 503
児童養護施設の設置数 【－】 【－】 【－】 【－】 【－】
（単位：か所）
（８４５か所／平成２１年度）

４ 婦人相談員の設置数 840 866 904 915 980
【 】【 】【 】【 】【 】（単位：人） 104.3％ 103.1％ 104.4％ 101.2％ 107.1％

（前年度以上／毎年度）


